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令和７年第２回長与町議会臨時会 

議事日程（第１号） 

 

令和７年５月９日（水） 

午前９時３０分 開議  

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ ― 会議録署名議員の指名  

２ ― 会期の決定  

３ ― 常任委員の選任（正副委員長互選）  

４ ― 議会運営委員の選任（正副委員長互選）  

５ ― 議長の常任委員辞任  

６ ― 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙  

７ ― 長与・時津環境施設組合議会議員補欠選挙  

８ 報告２ 和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告について  

９ ３１ 
長与町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めること

について 
 

１０ ３２ 
長与町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求

めることについて 
 

１１ ３３ 
長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認

を求めることについて 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



○議長（安藤克彦議員） 

皆さんおはようございます。ただ今から令和７年第２回長与町議会臨時会を開会しま

す。 

これから本日の会議を開きます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第１２７条

の規定により、１４番竹中悟議員、１５番西岡克之議員を指名いたします。 

日程第２、会期の決定の件を議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は本日１

日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定しました。日程第３、常任委

員の選任を行います。常任委員の選任につきましては、委員会条例第７条第１項の規定

により、総務厚生常任委員に下町純子議員、堀真議員、藤田明美議員、西田健議員、浦

川圭一議員、金子恵議員、堤理志議員、西岡克之議員。 

産業文教常任委員に、岡田義晴議員、八木亮三議員、松林敏議員、中村美穂議員、安

部都議員、山口憲一郎議員、竹中悟議員、安藤克彦議員。 

議会広報広聴常任委員に、堀真議員、藤田明美議員、岡田義晴議員、八木亮三議員、

松林敏議員、西田健議員、浦川圭一議員、安部都議員をそれぞれ指名したいと思います。

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、ただ今指名した方をそれぞれの常任委員に選任するこ

とに決定しました。 

次に、委員会条例第８条および第９条の規定により、それぞれの常任委員会において

正副委員長の互選をお願いしたいと思います。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○議長（安藤克彦議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

各常任委員会正副委員長の互選結果について報告します。総務厚生常任委員長に金子

恵議員、同じく副委員長に堤理志議員。産業文教常任委員長に中村美穂議員、同じく副

委員長に八木亮三議員。議会広報広聴常任委員長に安部都議員、同じく副委員長に岡田

義晴議員、以上です。 

日程第４、議会運営委員の選任を行います。議会運営委員の選任については委員会条

例第７条第１項の規定により、下町純子議員、中村美穂議員、金子恵議員、山口憲一郎

議員、堤理志議員、竹中悟議員を指名したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、ただ今指名した方を議会運営委員に選任することに決



定しました。 

次に、委員会条例第８条および第９条の規定により、議会運営委員会正副委員長の互

選をお願いしたいと思います。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○議長（安藤克彦議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

議会運営委員会正副委員長の互選結果について報告します。委員長に竹中悟議員、副

委員長に堤理志議員、以上です。 

日程第５、議長の常任委員辞任について。地方自治法第１０４条および１０５条の規

定に鑑み、慣例により議長は常任委員を辞任させていただきたいと思います。本件の議

事運営について、副議長にお願いしたいと思います。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○１５番（西岡克之議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

これから議長の職務を行います。よろしくお願いします。 

日程第５、議長の常任委員辞任の件を議題といたします。本件については、地方自治

法第１１７条の規定により除斥に該当いたしますので、議長の退席を求めます。 

（議長退場） 

議長から地方自治法第１０４条および第１０５条の規定に鑑み、常任委員を辞任した

い旨の申し出があっております。 

お諮りします。本件は申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議長の常任委員辞任を許可することに決定をいたしま

した。 

以上で議長の職務を交代いたします。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○議長（安藤克彦議員） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第６、長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。選挙の方法に

ついては、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選にしたいと思います。

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 



お諮りします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。長崎県後期高齢

者医療広域連合議会議員に私、安藤克彦を指名します。 

お諮りします。私、安藤克彦を長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定

めることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、私、安藤克彦が長崎県後期高齢者医療広域連合議会議

員に当選しました。 

会議規則第３３条第２項の規定によって当選の告知をし、本席からこれを応諾いたし

ます。 

日程第７、長与・時津環境施設組合議会議員補欠選挙を行います。欠員は１名です。

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選にしたい

と思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。 

長与・時津環境施設組合議会議員に松林敏議員を指名します。 

お諮りします。松林敏議員を長与・時津環境施設組合議会議員の当選人と定めること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、松林敏議員が長与・時津環境施設組合議会議員に当選

されました。 

ただ今当選されました松林敏議員が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規

定によって当選の告知をします。 

日程第８、報告２和解及び損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についての発言

を許します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

報告２につきましては、所管より報告をさせていただきます。 

○議長（安藤克彦議員） 

山﨑建設産業部長。 



○建設産業部長（山﨑禎三君） 

皆さまおはようございます。それでは、報告２和解及び損害賠償の額の決定に係る専

決処分につきまして報告いたします。本報告は、本町岡郷で発生しました物損事故に係

るもので、和解および損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第１８０条

第１項の規定により令和７年３月２８日に専決処分を行いましたので、同条第２項の規

定により報告するものでございます。なお、和解および損害賠償の相手方につきまして

は、損害を与えている点を考慮いたしまして氏名等を黒塗りとしております。事故の概

要でございますが、令和７年１月１６日午後４時００分頃、長与町が管理する道路のり

面より落下した石が、相手方が所有する駐車中の車両に接触し、車両の屋根が損傷した

ものでございます。その後、相手方と示談交渉を進めた結果、和解することで合意を得

ております。和解の内容につきましては、町の過失割合を１０割とし、その損害を賠償

するものであり、今後本件事故に関し、本町と相手方との間には一切の債権債務関係が

ないことを確認するものでございます。この和解による損害賠償の額は１９万４,０９５

円でございます。なお、事故後直ちにのり面上部の現地調査を行い、落石防止ネットを

設置したところでございます。今後も引き続き適切な道路のり面の維持管理の徹底に努

めてまいります。以上で報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

日程第９、議案第３１号長与町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求め

ることについてから、日程第１１、議案第３３号長与町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の専決処分の承認を求めることについてまでの３件を一括議題とします。た

だ今一括議題とした議案について、提案理由の説明を求めます。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さんおはようございます。それでは提案理由を申し上げます。ただ今一括議題とな

りました議案第３１号から第３３号につきましての提案理由を申し上げます。まず議案

第３１号および議案第３２号でございます。本議案は、地方税法および地方税法等の一

部を改正する法律の一部を改正する法律等が令和７年３月３１日に公布され、施行期日

が原則４月１日とされたことに伴いまして、地方自治法第１７９条第１項の規定により

まして、令和７年３月３１日に専決処分をいたしましたところでございまして、同条第

３項の規定によりその承認を求めるものでございます。今回の税制改正の主な内容でご

ざいます。個人住民税につきましては、扶養親族等の所得要件が４８万円から５８万円

に拡大されたことに加えまして、所得控除として大学生年代の子などの合計所得金額が

５８万円を超えた場合も控除を受けることができる特定親族特別控除が創設されたこと

でございます。合計所得金額が９５万円を超えた場合は、１２３万円までは控除額が段

階的に低減されるということでございます。軽自動車税の種別割につきましては、新た

な排ガス規制に基づき生産される新基準の原付バイクに対応するため、新たな税率区分



が追加をされておるところでございます。固定資産税につきましては、長寿命化に資す

る大規模修繕工事を行ったマンションに係る特例の改正等が行われておるところでござ

います。たばこ税につきましては、加熱式たばこに係る課税方式の見直しが行われてお

ります。初めに議案第３１号長与町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求

めることにつきましてでございます。第１８条は公示送達につきまして、インターネッ

トを用いる方法の定義を示した省令改正に伴う改正、第１８条の３は第１８条の改正に

伴いまして規定の整備を行うものでございます。第３４条の２は所得控除に特定親族特

別控除額を追加、第３６条の２は町民税の申告業務に係る所要の整備、第３６条の３の

２および第３６条の３の３は給与所得者および公的年金等受給者の扶養親族等申告書に

係る規定に特定親族を追加するものでございます。第８２条は軽自動車税種別割の新た

な区分として、原動機付自転車のうち２輪のもので、総排気量が０.１２５リットル以下

かつ最高出力が４.０キロワット以下のものを追加し、その税率を年額２,０００円と規

定をしております。第８９条は種別割の区分の追加に伴い減免申告書の記載事項に係る

所要の準備を、第９０条は道路交通法の改正によりマイナ免許証の運用が開始されたこ

とに伴い減免申請の手続きに係る規定の整備を行うものでございます。附則第１０条の

２は、固定資産税等の課税標準の特例につきまして、地方税法等の改正に伴い、引用条

文の項ずれを改めるもの。附則第１０条の３は、特定マンションに係る特例について減

額措置を受けるための申告に関し、申告書の提出がない場合でも一定の要件に該当する

と認められる場合には特例を適用できる規定を追加するものでございます。附則第１６

条の２の２では、加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準について、重量に応じて紙巻

たばこに換算して課税する特例を新たに規定しております。なお附則につきましては、

第１条では施行期日を、第２条では公示送達に関する経過措置を、第３条から第６条で

は町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税に関する経過措置をそれぞれ規定をし

ておるところでございます。 

続きまして、議案第３２号長与町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認を求めることにつきましてでございます。附則第４項から附則第６項および附則第

１７項は、固定資産税等の課税標準の特例について、地方税法等の改正に伴い、引用条

文の項ずれを改めるものでございます。なお、附則につきましては、第１項では施行期

日を令和７年４月１日とし、第２項につきましては経過措置を規定をしておるところで

ございます。 

続きまして、議案第３３号長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処

分の承認を求めることにつきましてでございます。本議案は、地方税法施行令及び国有

資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令が令和７年３月３１日に公布を

され、施行期日が４月１日とされたことに伴いまして、地方自治法第１７９条第１項の

規定によりまして、令和７年３月３１日に専決処分をいたしましたので、同条第３項の

規定によりその承認を求めるものでございます。改正の内容につきましては、第２条第



２項では基礎課税額の課税限度額を６５万円から６６万円に、同条第３項では、後期高

齢者支援金等課税額の課税限度額を２４万円から２６万円に改めるものでございます。

第２１条第１項は、第２条の課税限度額の引用に係るものでございます。第２１条第１

項第２号では、５割減税対象となる世帯の軽減基準所得の算定におきまして、被保険者

等の数に乗ずべき金額を２９万５,０００円から３０万５,０００円に、同項第３号では

２割軽減対象となる世帯の軽減基準所得の算定におきまして、被保険者等の数に乗ずべ

き金額を５４万５,０００円から５６万円に改め、減額対象となる軽減基準所得金額の引

き上げを行うものでございます。なお附則につきましては、第１項では施行期日を令和

７年４月１日とし、第２項では経過措置を規定をしておるところでございます。以上が

議案第３１号から第３３号の提案理由でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し

上げます。以上でございます。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから質疑を行います。まず、議案第３１号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第３２号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第３３号について質疑はありませんか。 

１３番、堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

ちょっと内容の確認等をさせていただきたいと思います。国民健康保険税の基礎課税

分として１万円、そして後期高齢者支援金分で２万円の課税限度額を引き上げることで、

従来の課税限度額の総額が１０６万円だったものが１０９万円に引き上がるという、こ

れが１点と。それから軽減対象となる所得基準については、先ほどご説明があったとお

り被保険者数に乗ずる、掛ける金額ですね。これが５割軽減で２９万５,０００円が３０

万５,０００円、２割軽減が５４万５,０００円から５６万円へと改正するというご説明

だったと思います。これは端的に申しますと、課税限度額の総額が１０９万円の引き上

げになるわけですが、高所得者層に多く負担していただいて、中間所得層についてはな

るべく負担増にならないようにするという趣旨なのかなと、そういうふうな解釈で間違

いないのか。一方、所得が多くない方々に適用されるいわゆる５割軽減、２割軽減の収

入層については軽減該当の拡大につながるのかと、そういう理解で間違いないのか、こ

の点を確認させていただきたいと思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

森本健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

議員おっしゃるとおり中間所得層に配慮した保険料の改正、および低所得の方の負担

を軽減する改正となっております。 



○議長（安藤克彦議員） 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

はい、理解いたしました。そこで、それに当たっての影響がどうなるのかという具体

的な点でお伺いしたいのが、課税限度額が１０９万円になることでの影響がある部分と

いうのはどのくらいの年収層の方々が該当して、それが本町でどのくらいの人数なのか、

世帯なのかですね、この辺りがどういう状況なのかという点と、併せて５割、２割の拡

大で、負担軽減の恩恵を受ける人といいますか、世帯になるのか、これはどのくらいが

該当すると見込まれるのか、この辺りをお伺いしたいというふうに思います。 

○議長（安藤克彦議員） 

健康保険課長。 

○健康保険課長（森本陽子君） 

限度額に到達した方の所得でございますが、７６０万台から上は５,３００万円台、こ

れが医療分の方でございます。高齢者支援分は所得が８７０万円台から、一番上は５,３

００万円台の方がいらっしゃいます。それぞれの数ですが、今回の限度額の引き上げに

より、医療分で限度額に到達しておられる世帯は前年度から３世帯減り６９世帯、限度

額を超える金額はおよそ３,８５７万円です。高齢者支援分は前年度から１４世帯減り、

金額は約１,１４１万円です。軽減の拡大により、軽減世帯の方々は５割軽減で言います

と昨年より２４世帯増え、税収で言いますと約５２万円の減、２割軽減の方は、昨年よ

り１８世帯増え、税額で言いますと約３７万円の減です。これを相殺しますと、全体の

影響額は約９１万円となります。 

○議長（安藤克彦議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

お諮りします。ただ今議題となっています議案第３１号から議案第３３号までの３件

は、会議規則第３９条第３項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、議案第３１号から議案第３３号までの３件は委員会付

託を省略することに決定しました。 

これから議案第３１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第９、議案第３１号長与町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認を求めることについてを採決します。 



本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

これから議案第３２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１０、議案第３２号長与町都市計画税条例の一部を改正する条例の専

決処分の承認を求めることについてを採決します。 

本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

これから議案第３３号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１１、議案第３３号長与町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

以上で本臨時会に付議されました議案の審議は全て終了しました。 

お諮りします。会議規則第４５条の規定により、本臨時会において議決された案件に

つきまして、字句、数字、その他軽微な整理を要するものがあった場合、その整理を議

長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、これら整理を要するものにつきましては議長に委任す

ることを決定しました。 

これにて会議を閉じます。令和７年第２回長与町議会臨時会を閉会します。お疲れさ

までした。 

（閉会 １０時０３分） 


